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国
民
年
金
保
険
料
の

納
付
が
困
難
な
場
合
は

ご
相
談
く
だ
さ
い
！

　

国
民
年
金
に
は
、
経
済
的
な
理
由
で

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

に
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
免

除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま

す
。

　

平
成
26
年
４
月
か
ら
法
律
改
正
さ

れ
、
申
請
月
の
２
年
１
か
月
前
ま
で
さ

か
の
ぼ
っ
て
申
請
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

①
保
険
料
申
請
免
除

　

本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年
所

得
が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
、
申
請
し

て
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
全
額
ま
た

は
一
部
が
免
除
さ
れ
ま
す
。
承
認
期
間

は
、
原
則
と
し
て
７
月
か
ら
翌
年
６
月

ま
で
で
す
。

※
保
険
料
の
一
部
が
免
除 

（
４
分
の
１

免
除
、半
額
免
除
、４
分
の
３
免
除
）

に
な
る
方
は
、
免
除
に
該
当
し
な

か
っ
た
部
分
の
保
険
料
を
納
付
し
な

け
れ
ば
未
納
と
同
じ
扱
い
に
な
り
ま

す
。

②
若
年
者
納
付
猶
予

　

30
歳
未
満
の
方
で
、
本
人
・
配
偶
者

の
前
年
所
得
が
一
定
基
準
以
下
の
場

合
、
申
請
し
て
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料

の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。
承
認
期
間

は
、
原
則
と
し
て
７
月
か
ら
翌
年
６
月

ま
で
で
す
。

③
学
生
納
付
特
例

　

学
生
の
方
で
、
本
人
の
前
年
所
得
が

一
定
基
準
以
下
の
場
合
、
申
請
し
て
承

認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ

れ
ま
す
。
承
認
期
間
は
、
原
則
と
し
て

４
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
で
す
。

　

平
成
25
年
度
に
保
険
料
の
全
額
免

除
ま
た
は
若
年
者
納
付
猶
予
さ
れ
た

方
で
、
申
請
時
に
平
成
26
年
度
以
降

も
引
き
続
き
全
額
免
除
ま
た
は
若
年

者
納
付
猶
予
を
希
望
さ
れ
た
方
は
、

申
請
手
続
き
が
不
要
で
す
。（
退
職

や
被
災
等
の
特
別
な
事
情
で
承
認
さ

れ
た
場
合
や
世
帯
構
成
等
に
変
更
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
改
め
て
申
請
手

続
き
が
必
要
で
す
。）

＊
申
請
の
手
続
き
に
は
、
年
金
手
帳
・

印
鑑
（
ス
タ
ン
プ
式
で
な
い
も
の
）

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
な
お
、
会
社

等
を
退
職
さ
れ
た
方
は
、
雇
用
保
険

被
保
険
者
離
職
票
ま
た
は
雇
用
保
険

受
給
資
格
者
証
を
、
学
生
納
付
特
例

を
申
請
さ
れ
る
方
は
学
生
証
を
併
せ

て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◆問い合わせ先　草津年金事務所　国民年金課 ☎077-567-2220　お客様相談室 ☎077-567-1311
　　　　　　　　住民課　保険年金担当 ☎�6571

　

日
野
町
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
に
加
入

さ
れ
て
い
る
み
な
さ
ん
の
健
康
づ
く
り
を
応

援
す
る
た
め
、
人
間
ド
ッ
ク
検
診
に
か
か
っ

た
費
用
の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

●
補
助
対
象
者

　

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

　

・
日
野
町
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

　

・
年
齢
が
35
歳
以
上
75
歳
未
満

　

・
日
野
町
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て

い
な
い
こ
と

　

・
提
出
さ
れ
た
検
査
結
果
を
町
が
特
（
※
）
定
健

康
診
査
の
結
果
と
し
て
活
用
す
る
こ
と

に
承
諾
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と

●
補
助
額

　

人
間
ド
ッ
ク
基
本
検
査
項
目
（
脳
ド
ッ
ク

等
オ
プ
シ
ョ
ン
と
な
る
項
目
を
除
く
）
に
要

し
た
費
用
の
２
分
の
１
の
額

　

※
上
限
２
万
円
。

　

※
補
助
金
の
交
付
は
年
度
中
ひ
と
り
に
つ

き
１
回
。

●
手
続
き
方
法

　

補
助
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
事
前
に
検
診

の
日
を
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

検
診
後
、
次
の
も
の
を
持
参
し
、住
民
課

保
険
年
金
担
当
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

・
印
鑑
（
ス
タ
ン
プ
式
で
な
い
も
の
）

　

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

　

・
人
間
ド
ッ
ク
に
要
し
た
費
用
の
領
収
書

　

・
人
間
ド
ッ
ク
検
診
結
果
票

　

・
振
込
先
の
金
融
機
関
名
・
口
座
番
号
の

わ
か
る
も
の

　

人
間
ド
ッ
ク
検
診
や
パ
ー
ト
な
ど
勤
務
先

の
健
康
診
断
を
受
け
た
方
で
、
項
目
な
ど

が
要
件
を
満
た
す
場
合
は
特
定
健
康
診
査
を

受
診
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。
健
診
結
果
と
質
問
票
兼
同
意
書
を
ご
提

出
く
だ
さ
い
。

　

健
診
を
受
診
し
、
健
康
管
理
に
努
め
ま

し
ょ
う
。

※
特
定
健
康
検
査

　

保
険
者
（
国
民
健
康
保
険
）
が
実
施
す
る

健
診
。
受
診
対
象
者
に
は
受
診
券
や
質
問

票
兼
同
意
書
を
送
付

し
て
い
ま
す
。

人
間
ド
ッ
ク
検
診
を

受
け
る
予
定
の

み
な
さ
ん
へ

国
民
健
康
保
険

み
ん
な
で
支
え
合
う

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
住
民
課　

保
険
年
金
担
当　
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